
ブランドとしてのパブリシティの権利と価値 

Vol.57 No.5                  －35－                  パテント2004 

第 11回知的財産権誌上研究発表会 研究発表の部 

 
ブランドとしてのパブリシティの権利と価値 

 

 
神戸大学大学院法学研究科 吉川 宏延 

  
 

目 次 

はじめに 

１．パブリシティ権の生成過程 

 1.1 プライバシー権の提唱と承認 

 1.2 パブリシティ権の誕生 

２．日本のパブリシティ論 

 2.1 パブリシティ権の展開 

 2.2 パブリシティ権の理論構成 

 2.3 書籍によるパブリシティ権侵害 

３．パブリシティ権の保護と使用料 

 3.1 差止請求の根拠 

 3.2 パブリシティ価値の評価と使用料 

おわりに 

 

はじめに 
 現在，アメリカ合衆国では，パブリシティ権に関し

て立法している州もあれば，またコモン・ローにより

保護している州もある。パブリシティ権は，歴史的に

はプライバシー権から発展した。それゆえ，その権利

概念が未だ明確ではない。パブリシティ権を検討する

にあたり，その歴史を振り返ることは有益である。 

 パブリシティ権の本質とその内容を理解するために

は，その母体というべきプライバシー権にまで遡っ

て，その発展のあとを辿ってみることが必要であろう。

そこで，本稿では，その歴史の示す意味を明らかにす

る。それを手がかりとして，ブランドという観点か

ら，パブリシティの権利と価値について考察すること

にしたい。 

 

１．パブリシティ権の生成過程 
1.1 プライバシー権の提唱と承認 

 一般に，プライバシー権が法的権利として明確に認

識されるようになったのは，ウォーレン・ブランダイ

スが1890年，『ハーバード・ロー・レビュー』に発表

した「プライバシーの権利」と題する論文だと理解さ

れる(1)。それによれば，プライバシー権を「ひとりで

居させてもらう権利（the right to be let alone）」という

意味で捉えている(2)。 

 ウォーレン・ブランダイス論文によって，法的権利

の構成が示されたことにより，不法行為法上の権利と

して認識されうる素地は整っていたものの，それが最

初に試された事例は，1902年の「ロバーソン」事件で

あった(3)。判決では結局，プライバシーの侵害による

単なる精神的苦痛に対する損害賠償請求は認められ

ず，当然，プライバシーの権利自体も認められなかっ

た。しかし，この判決が社会に与えた影響は大きく，

その後の立法やプライバシー関係訴訟に多分な影響を

与えた(4)。 
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 翌年には，ニューヨーク州市民権法が制定され，プ

ライバシー権は制定法により認められるようになった。

プライバシー権を保護する法律を制定することにより，

「ロバーソン」事件判決の問題を立法的に解決したわ

けである(5)。1905年の「ペイブシック」事件において，

ついにプライバシー権は，コモン・ロー上の権利とし

て承認されるに至った(6)。 

 これに伴ない，プライバシー権に関する判例は，急

激にその数を増やし，多種多様な事例が裁判において

争われるようになった。しかし，法的概念として発展

途上の権利であるがゆえ，判例および学説において

も，明確な結論を導き出す状態からはほど遠く，当

然，統一的な理論を導き出すことも困難な状況が続い

ていた(7)。 

 

1.2 パブリシティ権の誕生 

 このような状況の下，1953年の「ハーラン」事件判

決において，フランク判事により「パブリシティの権

利（right of publicity）」の概念が創設された(8)。フラ

ンクによれば，人はその肖像写真のもつ宣伝価値

（publicity value）につき権利をもつものであり，これ

を財産と呼ぶかどうかは別として，金銭的価値をもつ

という意味でそう呼ぶこともできる。しいていえば，

それは「パブリシティの権利」と呼びうるものだとさ

れた(9)。 

 この新しい経済的権利の概念は翌年，メルビル・B・

ニマー教授の論文「パブリシティの権利」により理論

化された(10)。ニマーは，著名人の写真・名前・似顔絵

の使用が金銭的価値をもち，それは既存のプライバ

シーの法理では保護しえないことを指摘し，パブリシ

ティ権をプライバシー権とは別個異質の独立した純粋

の経済的権利として構築しようとした。これは，パブ

リシティ権を不正競争業法の範疇に限りなく近づける

ことを意味し，出自であるプライバシーとのへその緒

は完全に切断されることになる(11)。 

 ところが，ウィリアム・L・プロッサー教授が1960

年，『カリフォルニア・ロー・レビュー』に「プライバ

シー」と題する論文を発表した(12)。その中で，判例上

プライバシー権侵害とされているものを，その侵害態

様別により，①私生活への侵入行為（intrusion），②私

事を他人に公開する表現（disclosure），③他人をして

誤認を生ぜしめる表現（false light），④氏名・肖像等

の私事の営利的利用（appropriation）の四つに分類で

きることを論証した(13)。 

 プロッサーの四分類法は実務上，大きな影響を与

え，プライバシー理論の一大金字塔となった(14)。しか

し，パブリシティ権の成長の視点からいえば，プロッ

サーは独立しかけていたパブリシティ権をプライバ

シーの法理の中に包み込み，その独り歩きを阻んでし

まった(15)。そのため，パブリシティ権が普遍的な権利

として確立するのは，1977年の「ザッチーニ」事件判

決においてからである(16)。 

 

２．日本のパブリシティ論 
2.1 パブリシティ権の展開 

 アメリカ合衆国で産声をあげたパブリシティ権は，

伊藤正己博士により1963年，日本に紹介された(17)。最

初のパブリシティ権裁判とされるのが，「マーク・レス

リー」事件である(18)。 

 マーク・レスリーという原告子役俳優の氏名・肖像

が，被告(株)ロッテのコマーシャルに無断で使用され

た事案において，東京地裁は1976年，俳優等はプライ

バシー権や肖像権が制限される反面，「自らかち得た名

声の故に，自己の氏名や肖像を対価を得て第三者に専

属的に利用させうる利益」を人格権とは独立に有し，

それは不法行為法上保護されるべき被侵害利益に該当

すると述べ，無許諾の利用に対する損害賠償請求を認

めた。 

 「マーク・レスリー」事件判決を呼び水に裁判例が

数多く出現した(19)。その中で，差止請求をはじめて認

めたことで注目を集めるのは，「おニャン子クラブ」事

件である(20)。 

 当時の人気アイドルグループ「おニャン子クラブ」

の原告・被控訴人メンバーらの氏名・肖像が，カレン

ダーに無断で用いられた事案において，東京高裁は

1991年，「当該芸能人は，かかる顧客吸引力のもつ経

済的利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利を

有する」と述べ，その権利に基づいて差止めおよび廃

棄ができるとした。この判決によって，わが国のパブ

リシティ権は一応の完成をみた。と同時に，それはパ

ブリシティ権の生成プロセスの一里塚として重要な意

義を有する(21)。 

 また，パブリシティ権侵害の判断枠組みを明らかに

したのは，「キング・クリムゾン」事件である(22)。世
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界的に著名なロックグループ「キング・クリムゾン」

の原告・被控訴人メンバーらの肖像写真や，レコード

ジャケット写真等を掲載した書籍『キング・クリムゾ

ン』を被告・控訴人(株)エフエム東京が出版した。そ

の肖像写真等を多数掲載した書籍が，パブリシティ権

侵害を理由に差止め，損害賠償請求等を求められた。 

 東京地裁は1998年，「パブリシティ価値の本質は，

著名人が有する顧客吸引力にあるから，氏名，肖像が

その主要なものである」が，「それに限定する必要はな

く，著名人が獲得した名声，社会的評価，知名度等か

ら生ずる経済的価値で，顧客吸引力があると認められ

る場合」には，それもパブリシティ権の内容に含まれ

る。「著名人自らの氏名及び肖像が用いられているジャ

ケット写真は，それ自体でパブリシティ権の内容に含

まれる」と解され，「そうでないジャケット写真」につ

いては，それが「パブリシティ権の内容に含まれるか

否かは，個別的な事案に応じて判断する必要がある」

とした。 

 その上で，本件書籍は，全体として「キング・クリ

ムゾン」のメンバーらの氏名，肖像，レコードジャケッ

ト写真の有する「顧客吸引力を重要な構成部分として

成り立っている」と認められる。したがって，被告の

行為は，「原告のパブリシティ権を侵害するものとして

民法の不法行為を構成するもの」と判示された。 

 

2.2 パブリシティ権の理論構成 

 このような経緯を辿って，わが国においても不法行

為法上の被侵害利益としてのパブリシティ権が認めら

れるようになった。パブリシティ権とは，「顧客吸引

力を有する著名人の氏名・肖像等の利用につき，当該

著名人がこれをコントロールすることを内容とする排

他的権利である」ということができる(23)。学説もま

た，おおむね同様の意義をもってパブリシティ権を説

明する。 

 著名な芸能人やプロスポーツ選手等は，その氏名・

肖像が広く知れ渡っており，また広く知れ渡ることを

望んでいる。その氏名・肖像自体は，独立した財産的

価値を有し，各種の情報伝達手段にとって商品の宣伝

広告等に利用される(24)。したがって，私生活上の事実

にも財産的価値が認められる著名人の場合，その私事

の営利目的の無断使用はパブリシティ権侵害となる。

逆にいえば，著名人の氏名・肖像等の顧客吸引力が，

パブリシティ権を成立する前提である(25)。 

 しかしながら，実定法上の根拠についての定説がな

く，その権利の内容は明確ではない。学説上も，パブ

リシティ権の基本構造を分析する方法としての解明の

手がかりを，どこに求めるかの違いにより，二つのア

プローチがある(26)。 

 一つは，パブリシティ権の出自である人格権との関

係に焦点を合わせて，氏名・肖像といった人的属性の

財産価値を人格価値との関係から考察することによっ

て，パブリシティ権の基本構造を明らかにしようとい

うアプローチである(27)。一元説によれば，パブリシ

ティ権は，氏名・肖像・声・経歴など個人を識別しう

る人的属性のパブリシティ価値を排他的に保護する権

利と定義される。 

 もう一つは，パブリシティ価値の本質を純粋な経済

的価値として捉えた上で，その対象範囲を人的属性に

限定せずに，顧客吸引力を有する建物・動物など非人

的な特徴的属性をも包含するものとして，パブリシ

ティ価値の可能性を万物に見出そうというアプローチ

である(28)。二元説によれば，パブリシティ権は，実在

ないし虚構の人や物に化体されたパブリシティ価値を

排他的に保護する権利と定義される。 

 すなわち，両者は譲渡性や相続性等の見解に違いが

あるものの，いずれの説からしても，氏名・肖像は人

格権としてプライバシー権の一部をなす一方，それら

が財産的価値をもちうることも否定できず，そこにパ

ブリシティ権を認める意義がある。その限りにおいて，

氏名・肖像に関する権利は，人格権的要素と財産権的

要素が融合した権利だといえる(29)。 

 

2.3 書籍によるパブリシティ権侵害 

 氏名・肖像等といった人のアイデンティティの無権

限使用は，通常，情報伝達的か商業的かのどちらかに

落ち着く。仮に，情報伝達的であれば，自由言論政

策が優先し，パブリシティ権侵害を問うことはできな

い(30)。いわば，言論出版の自由という憲法的価値と，

パブリシティ権という財産的権利との調整の問題で

ある(31)。 

 前述の「キング・クリムゾン」事件において，東京

高裁は1999年，「マスメディア等による著名人の紹介

等は，本来言論，出版，報道の自由として保障される

べきもの」で，パブリシティ権侵害を理由に「これら
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を拒絶，統制することが不当なものとして許されない

場合」がある。パブリシティ権侵害として，不法行為

を構成するかどうかは，「他人の氏名，肖像等を使用

する目的，方法及び態様を全体的かつ客観的に考察し

て，右使用が他人の氏名，肖像等のパブリシティ価値

に着目しその利用を目的とするものであるといえるか

否かにより判断すべきものである」とした。 

 その上で，「ジャケット写真の占める部分は当該紙

面の4分の1未満に抑えられている上，作品概要と解

説文が果たす役割の重要性も無視することはできな

い」し，また肖像写真についても本件書籍にしめる質

的な割合は低いと認定される。したがって，「単に著名

人の顧客吸引力を承知の上で紹介等をしたというだけ

では当該著名人の顧客吸引力を利用したということは

できない」として，本件書籍は原告のパブリシティ価

値を利用して出版したものではないと判示された。 

 かくして，控訴審判決は，一審判決とは異なるもの

となった。両者の違いは，一審判決では「当該著名人

のパブリシティ価値を重要な構成部分としているか否

か，…当該著名人の顧客吸引力を利用しているといえ

るか否か」という観点から個別・具体的に判断したの

に対して，控訴審判決では「他人の氏名，肖像等を使

用する目的，方法及び態様を全体的かつ客観的に考察」

して判断した点にある(32)。 

 仮に，本人に無許諾で写真集を出版すれば，パブリ

シティ権侵害となることは明らかである。その無許諾

出版物で使用される活字の量が相対的に多くなれば，

通常，それは暴露本や便乗出版物といった類のものに

なることが多い。露骨な便乗本等に関しては，果たし

て活字主体かビジュアル主体かといった形式的なアプ

ローチでよいのだろうか(33)。 

 書籍や雑誌，それ自体も商品であることに変わりは

ない。それらが売れるのは，その中に登場する著名人

の氏名・肖像等に顧客吸引力があるからにほかならない。

著名人を素材とした人物紹介の書籍を無断で出版する

ことは，財産的利益を得ることが目的であり，その著

名人は利益獲得のための材料となったにすぎない(34)。

もっとも，憲法21条は，表現行為に対してその責任を

認めることを否定してはいない(35)。伝記，評伝と銘

打っていても，そうではない単なる金儲けの手段とし

てのものと容易にみうるものを言論の自由の下に，パ

ブリシティ権の対象外とし自由に出版してよいわけで

はない(36)。 

 

３．パブリシティ権の保護と使用料 
3.1 差止請求の根拠 

 書籍や雑誌も，パブリシティ権を侵害することがあ

る。氏名・肖像権を侵害された人は，損害賠償や差止

請求など適切な救済を求めうる。損害賠償の場合は，

ことさら権利等といわなくとも，救済を認めるのにさ

したる障壁はない。保護を求める利益が，民法709条

の不法行為における被侵害利益に該当するといえば足

りる(37)。一方，差止請求の場合は若干事情が異なる。

物権的請求権により差止めが認められる所有権や，差

止請求権が成文法で与えられているもの以外の事例に

おいて差止請求は否定されることが多い(38)。 

 さて，パブリシティ権の本質は，顧客吸引力をもつ

氏名・肖像等の有する財産的価値である(39)。これは，

無体の財貨へのフリーライドを禁止し，被冒用者の経

済的利益を守るものだから，知的財産にほかならない。

知的財産法では，許されざるフリーライドと許される

フリーライドとの間に，できるかぎり明確な線を引き，

法的安定を確保することの要請は大きい。それを認め

る必要のある場合には，できるかぎり要件を具体化し

た上で，立法により定めることが最も望ましい(40)。 

 もっとも，産業の発達や文化の発展の観点からみて，

何が禁止されるべきフリーライドなのかは，背景とな

る社会状況によって異なる。知的財産法は，時代によっ

て変化せざるをえない宿命を負っている(41)。たとえば，

キャラクターの商品化権の保護では，著作権，商標権，

意匠権のいずれかにキャラクターの内容があろうから，

それらを組み合わせることによって権利の保護が図ら

れる(42)。また，著名キャラクターの周知性を捉え，不

正競争防止法2条 1項における混同防止規定や著名表

示保護規定を利用することもある(43)。 

 芸能人の氏名・肖像が商品化事業等に無断利用され

た場合は，キャラクターなどの顧客吸引力のある表示

の場合と異なるところはない(44)。顧客吸引力は，それ

が広告において利用されると大衆の注目を広告商品・

サービスに集めるアイキャッチャーとして機能し，さ

らに商品化されると顧客吸引力自体が商品付加価値と

して機能する(45)。 

 努力や費用によって獲得された顧客吸引力を保護す

るという点では，パブリシティ権を営業上の信用を保
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護する商標法あるいは不正競争防止法等の標識法に近

いものとみることもできる(46)。標識法は，営業者の広

い意味での人格的徴表を保護するものであって，パブ

リシティ権と共通の基盤を有する。したがって，パブ

リシティ権のあるべき姿を考えるにあたっても，宣伝

広告機能や顧客吸引力へのフリーライドに法はどう対

処すべきか，悩みつつも歩を進めてきた標識法と歩調

を合わせるべきなのかもしれない(47)。 

 

3.2 パブリシティ価値の評価と使用料 

 解釈論によって，不正競争防止法を根拠に差止めが

可能だとしても，実際には損害賠償が主な救済手段と

なろう。その損害の認定は，パブリシティ価値から算

定される(48)。パブリシティ権の本質は，氏名・肖像等

のもつ顧客吸引力である。とすれば，パブリシティ価

値は，いわばブランド価値だといえる。ブランドとは，

他社または競合品と識別化，差別化するものである。

これを具現化すると，その本質は優位性にある(49)。一

般に，ブランドは，コーポレート・ブランドとプロダ

クト・ブランドという二つに分類される(50)。パブリシ

ティ権の場合は，コーポレート・ブランドがそのまま

プロダクト・ブランドを兼ねることになろう。 

 ブランド価値評価については，世界的にみると，イ

ンターブランド社が 1988年からブランド価値評価

サービスを開始し，現在では世界有数のブランド約

600社を手がけている(51)。わが国でも，経済産業省が

2002年 6月『ブランド価値評価研究会報告書』を発表

した(52)。ところで，パブリシティ権が実際に問題とな

るのは，一つの企業といえるほどのブランドであるか

ら，いくぶんの工夫をした上で，パブリシティ価値を

評価することはできるのではなかろうか。 

 使用に対して対価を支払うことを正当というために

は，ブランド価値が正確に測定されなければならない。

なぜならば，使用の対価の金額は，使用の対象物に

よって決まってくるはずだからである(53)。一般に，ブ

ランド使用料は，ブランド使用者がブランド保有者に

対して支払うブランド使用の対価と定義される。その

種類としては，大別して，ブランド使用許諾料とブラ

ンド管理料の二種類がある。このうち，ブランド使用

許諾料とは，ブランドを創設・保有し，または排他・

独占的にブランドを使用する会社が，他社にその使用

を許諾する場合に，その対価として収受するものであ

る(54)。パブリシティ権について考えると，ブランド使

用許諾料の算定が参考になる。 

 ブランド使用許諾料は，特許権使用料や著作権使用

料等と同じく，ブランドを使用する会社が，それを使

用することによって享受できる額をブランドを創設・

保有する会社に対して支払うのが合理的である。具体

的には，その金額はブランドの使用を許諾された会社

について，ブランド価値評価モデルに基づき単体ベー

スで算出した期待キャッシュ・フローの金額となる(55)。

したがって，パブリシティ権についても同様に，パブ

リシティ価値が計算できれば，その使用料を合理的に

算出することができる。 

 また，パブリシティ権の使用料は所得税法上，事業

所得として課税対象になる。仮に，パブリシティ権が

侵害された場合には，その損害賠償金は使用料相当額

となる。それが芸能人等の事業所得者である限りは，

異論なく著作権に準ずるもの（所税令94条 1項1号）

の損失に対する賠償金として課税されることになろう。

なお，判決ではなく，和解契約において和解金や解決

金名目で支出されるものについても，同様のことがい

える(56)。 

 

おわりに 
 アメリカ合衆国で産声をあげたパブリシティ権は，

わが国においても，不法行為法上の被侵害利益として

認められるようになった。パブリシティ権の本質は，

氏名・肖像等のもつ顧客吸引力である。顧客吸引力の

保護という点では，パブリシティ権を標識法に近いも

のとみることもできる。とすれば，パブリシティ価値

は，いわばブランド価値である。 

 ブランド価値評価モデルに基づきパブリシティ価値

の測定が可能だとすれば，パブリシティ権の使用料を

合理的に算出することもできる。パブリシティ価値の

正確な測定は，その使用に対して対価を支払うことの

正当性を意味する。また，使用料は所得税法上，芸能

人等の事業所得者である限りは課税対象になる。仮に，

パブリシティ権が侵害された場合には，その損害賠償

金は使用料相当額となり，所得税が課されることにな

ろう。解明できた点は必ずしも多くないが，若干なり

とも寄与できたと思われる。 
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